
 
 

一
 

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）
 

 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
第
三
条
第
二
項
中
「
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
に
よ
る
被
害
を
防
ぎ
、
か
つ
、
被
害
か
ら
迅
速

に
復
旧
で
き
る
強
靱 じ
ん

な
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
取
組
を
積
極
的
に
推
進
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、

同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
 

３
 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
の
推
進
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
に
よ
る
被
害
を
防
ぎ
、

か
つ
、
被
害
か
ら
迅
速
に
復
旧
で
き
る
強
靱 じ
ん

な
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
取
組
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
の
基
盤
の
機
能
の
維
持
の
ほ
か
、
個
人
情

報
そ
の
他
の
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
に
も
特
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
及
び
そ
の
組
織
す
る
団
体
並
び
に
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
重
要
社

会
基
盤
事
業
者
等
」
と
い
う
」
を
「
地
方
公
共
団
体
及
び
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
（
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
及
び
そ
の
組
織

す
る
団
体
並
び
に
そ
の
取
扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
個
人
情
報
を
業
務
上
保
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
」
に
改
め
る
。
 



 
二
 

 
第
十
三
条
中
「
及
び
独
立
行
政
法
人
」
を
「
及
び
特
定
法
人
（
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人

で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
の
情
報
シ
ス
テ
ム
」
を
「
及
び
特
定
法
人
の
情
報
シ
ス
テ

ム
」
に
改
め
、
「
分
析
、
国
の
行
政
機
関
」
の
下
に
「
及
び
特
定
法
人
」
を
、
「
訓
練
」
の
下
に
「
の
実
施
の
確
保
」
を
加
え
、

同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
 

 
 
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
の
行
政
機
関
及
び
特
定
法
人
の
業
務
の
継
続
の
ほ
か
、
個
人
情
報
そ
の
他
の
情
報
の
漏
え
い
、

滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
に
も
特
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
」
を
「
地
方
公
共
団
体
及
び
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同

条
中
「
国
は
、
」
の
下
に
「
地
方
公
共
団
体
及
び
」
を
加
え
、
「
の
促
進
そ
の
他
の
」
を
「
を
促
進
す
る
等
の
た
め
、
指
針
の

策
定
そ
の
他
」
に
改
め
る
。
 

 
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
独
立
行
政
法
人
」
を
「
特
定
法
人
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
で
発
生
し
た
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事
象
」
を
「
及
び
特
定
法
人
で
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
し
て
発
生
し
た
業
務
の
遂
行

に
支
障
を
及
ぼ
す
事
象
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
を
伴
う
事
象
そ
の
他
の
事
象
で
あ
っ
て
重
大
な
も
の
（
第
五
号
に
お
い
て
「
重

大
事
象
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項



 
 

三
 

第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。
 

四
 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
し
地
方
公
共
団
体
及
び
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
が
講
ず
る
対
策
に
関
す
る
指
針
の
策

定
に
関
す
る
こ
と
。
 

五
 
地
方
公
共
団
体
及
び
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
の
基
準
の
作
成
状

況
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
及
び
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
で
発
生
し
た
重
大
事
象
に
対
す
る
措
置
の
実
施
状
況
等
の
把

握
の
た
め
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
号
若
し
く
は
第
六
号
」
に
改
め
、
「
評
価
」
の
下
に
「
、
同
項

第
五
号
に
規
定
す
る
調
査
」
を
加
え
る
。
 

附
 
則
 

 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 





 
 

五
 

理
 
由
 

 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
が
一
層
深
刻
化
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
基
本
理
念
等
に
お
け
る
個
人
情
報
等
の

保
護
の
重
要
性
の
明
確
化
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
統
一
的
な
基
準
の
作
成
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
不

正
な
活
動
の
監
視
及
び
分
析
等
の
対
象
の
拡
大
、
地
方
公
共
団
体
及
び
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
に
関
す
る
指
針
の
策
定
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
の
所
掌
事
務
の
拡
充
等
に
つ
い
て
定
め
る

必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
 

 


